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は じ め に 

 

 

県では、県民の医療費の負担が将来的に過大と

ならずに、誰もが安心して医療・介護サービス

を受けられるよう、「神奈川県医療費適正化計

画」を策定し、「県民の健康の保持の推進」と

「医療の効率的な提供の推進」を柱とした様々

な取組を進めてきました。 

しかしながら、県民の医療費は増加傾向が続

いており、その約３割超を後期高齢者医療費が

占めています。今後、本県では全国を上回る勢

いで高齢化が進行することが予測されているこ

とから、県民医療費は他の都道府県を上回る伸び率で増加することが予想

されます。 

そこで県では、超高齢社会における医療費などの課題を整理し、県民や

保険者協議会等の関係団体、市町村などの皆様からいただいた意見を反映

させながら、神奈川県医療費検討委員会で御審議いただき、高齢者の医療

の確保に関する法律に基づく「神奈川県医療費適正化計画」をこのたび改

定いたしました。 

本改定計画では、「高齢者未病対策」や「医療資源の効果的・効率的な

活用」などの新たな項目を加え、目標達成に向けた取組を推進するととも

に、保険者協議会等を通じて、保険者・医療関係者等と連携・協力し、Ｐ

ＤＣＡサイクルを効果的に回していくこととしています。 

また、「神奈川県保健医療計画」などの県の関係計画等と調和を図りな

がら、未病を改善する取組をはじめとした様々な取組を推進することによ

り、健康寿命を延伸し、人生 100 歳時代に県民一人ひとりが充実した人生

を送ることが出来るよう、取り組んでまいります。 

県民の皆様や市町村、保険者、医療機関、関係団体等が相互に連携しな

がらこの計画を着実に推進し、「いのちが輝き、誰もが元気で長生きでき

る神奈川」を皆様とともに創り上げていけるよう、全力で取り組んでまい

りますので、引き続き、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。 

 

令和６年３月 
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